
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月２４日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市麦埼南方沖 

 麦埼灯台から真方位１７４°５.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°０９.７′ 東経１３６°５１.５′） 

事故の概要  貨物船黄隆
おうりゅう

丸は、北東進中、また、漁船加藤
か と う

丸は、操業しながら

南進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年６月２６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 黄隆丸、５,１９５トン 

   １３２１６８、梅若海運株式会社 

Ｂ 漁船 加藤丸、６.６トン 

   ＭＥ２－５６９６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

航海士Ａ₁、一級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：うねり 波向南東、波高約２.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａ₁ほか８人が乗り組み、航海士Ａ₁が操

船指揮をとり、別の航海士（以下「航海士Ａ₂」という。）を手動操舵

につけ、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で愛知

県名古屋港に向けて麦埼南方沖を北東進していた。 

航海士Ａ₁は、双眼鏡で左舷船首方約１.５Ｍに船体が波間に見え隠

れする南西進中のＢ船を認めた後、Ｂ船が右転したので、左舷を対し

て安全に通過できる状態であると思った。 

Ａ船は、航海士Ａ₁が、目視及びレーダーでＢ船の動向の監視を続

けていたところ、近距離でＢ船が左転して自船の前路に向けて南進し

始めたのを認め、その後、Ｂ船の方位に変化がない状態で接近し、衝

突の危険を感じたので、航海士Ａ₂に右舵２０°を指示して右転した

ものの、Ｂ船と衝突した。 

航海士Ａ₁は、操業中のＢ船の動きが予測できなかったので、その

方位変化を見てから衝突回避動作を行おうと思っていたが、近距離で

Ｂ船が左転した時点で衝突回避動作を取っていれば良かったと本事故



後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、麦埼南方沖において、かつお
．．．

引

き縄漁を行いながら自動操舵により約６knの速力で操業していた。 

Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、漁具に海藻等が掛かったので、その海

藻等を外す作業を行い、ふと船首方を見たところ、Ａ船を認め、機関

を全速力後進としたものの、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、本事故当時、右転したのちに左転したことについて、覚

えていなかった。 

分析  Ａ船は、北東進中、航海士Ａ₁が、操業中のＢ船が自船の前路に向

けて接近する状況下、その方位変化を見てから衝突回避動作を行おう

と思い、針路及び速力を保持して航行を続けたことから、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、操業しながら南進中、船長Ｂが、漁具に掛かった海藻等を

外すことに意識を向け、周囲の見張りを適切に行わずに南進を続けた

ことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、麦埼南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が操業しな

がら南進中、航海士Ａ₁が針路及び速力を保持して航行を続け、ま

た、船長Ｂが周囲の見張りを適切に行わずに南進を続けたため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業する漁船等と接近する場合、早期に衝突を回避する動作を取

ること。 

・操業中であっても常時適切な見張りを行い、余裕のある時機に他

船を避けるなどの措置を採ること。  


